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令和8年度保険料決定通知書を
発送します

保険

国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の令和8年度保
険料決定通知書を発送します。
令和8年度の保険料から、新たに「子ども・子育て支援金」
を賦課・徴収します。詳しくは通知書をご確認ください。

国民健康保険料（6月15日発送済み）
●1年間（4月～翌年3月）の保険料を、10回の納期（6月
～来年3月）で納付してください。一括納付も可能です。

※保険料の減免申請を検討されている方は、一括納付の場合、減免の対
象外となる場合がありますのでご注意ください。

※災害や一定の要件に該当し納付が困難な場合の減免制度、産前産後
期間の保険料の減額等の制度があります。詳しくは通知書をご確認く
ださい。

医療機関等を受診するとき
「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示してくださ
い。マイナ保険証が利用できない場合は、「資格情報のお
知らせ」を併せてご提示ください。「資格情報のお知らせ」
のみでの受診はできません。

［問］保険年金課
国民健康保険に加入の方
☎077-528-2750
後期高齢者医療制度に加入の方
☎077-528-2687

後期高齢者医療保険料（7月中旬送付予定）
●保険料率は2年ごと（医療分）、1年ごと（子ども・子育
て支援金分）に改定されます。

●通知書の「特別徴収」欄に記載の金額は年金から天引き
されます。「普通徴収」欄に記載の金額を、納付書また
は口座振替で納付してください。

●納付書は1～9期分をまとめて送付します。一括納付も
可能です。納め間違いにご注意ください。

●保険料額は滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームペー
ジで試算できます。

新しい
「資格確認書・資格情報のお知らせ」

をお届けします

保険

現在お持ちの「国民健康保険の資格確認書／資格情報のお
知らせ」および「後期高齢者医療資格確認書」の有効期限
は、最長で7月31日までです。8月以降にご使用いただく新
しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を7月中に
発送します（同世帯であっても郵便物の到着時期が異なる
場合があります）。

※マイナ保険証：健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード。

※有効期限のない「資格情報のお知らせ」の送付は一度のみです。
　大切に保管してください。

地域の新しい「共生の居場所」をつくる
公開プロポーザル審査会

健康・福祉

認知症の方や高齢者を中心に、誰もが自然に交流し、つ
ながれる場所をつくる。そんな「共生の居場所」の創出を
目指す事業の審査会を、公開で実施します。
� 日時／7月11日（土）10時～（受付開始9時30分～）
� 場所／市役所別館1階大会議室　�定員／100人
� 対象／大津市在住・在勤・在学中の方
� 申込方法
6月23日（火）から二次元コード、メールまたは電話
で認知症施策推進室へ
［問］認知症施策推進室　☎077-528-2741

� otsu1456@city.otsu.lg.jp

大津市国民健康保険に加入している方

「資格情報のお知らせ」
を普通郵便で送付

マイナ保険証を
お持ちの方

70歳から74歳の方：あり
7 0 歳 未 満 の 方：なし※

「資格確認書」
を簡易書留で送付

あり

マイナ保険証をお持ちでな
い方または要配慮者に係
る交付申請をした方 など

対象

有効
期限

後期高齢者医療制度に加入している方

あり あり

対象

有効
期限

「資格確認書」
を簡易書留で送付

マイナ保険証をお持ちで
ない方または下記に該当
する方
●8月1日時点において
85歳以上の方

●要配慮者に係る交付申
請をした方 など

「資格情報のお知らせ」
を特定記録で送付

8月1日時点において85
歳未満で、マイナ保険証を
お持ちの方

保険

国民年金保険料の納付が困難な方へ
免除・猶予制度をご活用ください

年金保険料を納めず未納状態にしておくと、将来の老齢年金
や、万が一の際に障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れ
ない場合があります。経済的な理由等で保険料を納付する
ことが困難な場合は、「免除」や「納付猶予」の申請をして
ください。

� 対象
免除（全額・一部）：本人・配偶者・世帯主それぞれの

前年所得が一定額以下の場合
納付猶予：50歳未満で、本人・配偶者それぞれの

前年所得が一定額以下の場合
� 申込方法（令和8年度分）
7月1日（水）から、保険年金課、支所または大津年
金事務所で（郵送可）
� 必要書類
●本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）
●失業等を理由とする場合は、雇用保険被保険者受給資格者
証や離職票などのコピー

※申請時点の2年1カ月前までさかのぼって申請できます。（すでに納付
済の月を除く）

※審査は日本年金機構で行われ、結果が通知されるまでおおむね1カ月
～1カ月半かかります。

※免除・猶予された期間の保険料は、10年以内であれば
さかのぼって納付できます。

［問］保険年金課　☎077-528-2752

保険

国民健康保険「限度額適用認定証」
などの更新には申請が必要です

現在お持ちの「国民健康保険限度額適用認定証」および
「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の
有効期限は、7月31日（金）までです。
8月以降も利用する方は、申請が必要です。

●マイナ保険証をお持ちでない方
●マイナ保険証をご利用中の方で、長期入院の認定が必要な方

詳しくはホームページをご確認ください。

［問］保険年金課　☎077-528-2750

清潔な布団で快適な生活を
「寝具丸洗いサービス」

健康・福祉

市では、寝たきりの状態にある高齢者の方を対象に、布団
の丸洗い・乾燥サービスを年1回実施しています。事業者
が希望者宅を訪問して布団を回収。洗剤で水洗い・乾燥を
行った後、再びお届けします。（例年9～10月実施予定）

� 対象／以下の全てに該当する方
 65歳以上の市民
 寝たきりの状態にあり、在宅で介護を受けている（入院中または
入所中ではない）

介護保険料所得段階が第1～第5段階
要介護1～5の認定を受けている（要支援1・2は不可）

　 料金／1枚400円（羽毛布団は1枚600円）
※一人2枚まで。支払いは直接事業者へ。必要な場合は
代替布団を貸与（無料）。

� 申込方法／7月31日（金）までに
お近くの担当民生委員へ

［問］長寿福祉課　☎077-528-2741

便利な納付方法をご利用ください
●口座振替：被保険者番号が分かるもの、預貯金通帳、

届出印を持参の上、口座をお持ちの市内
の金融機関で手続きをしてください。

● スマホ決済：au PAY、d払い、J-Co inPay、
PayPay、モバイルレジ、PayB、楽天銀行
コンビニ支払サービス、楽天ペイが利用
可能です。

※J-CoinPay請求書払いは令和8年8月末日で終了します。

［問］保険年金課
国民健康保険について
保険料に関すること　　☎077-528-2751
納付方法に関すること　☎077-528-2652
後期高齢者医療制度について

☎077-528-2687

申請が「必要」な方

滋賀県後期高齢者
医療広域連合
ホームページ
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寝具丸洗いサービス利用申請書 

（宛先） 

大 津 市 長  

寝具丸洗いサービスを利用したいので、裏面の承諾事項について承諾し、次のとおり申請

します。 

申請年月日：   年  月  日 

申

請

者 

ふりがな  対象者との関係 

１ 本人 

２ 家族 ・ 親族   続柄 （       ） 

３ 代理人 （ 民生委員 ・ 後見人 ） 

氏  名 

 

（署名） 

住 

所 

［※申請者が対象者本人の場合はこの欄の記載は不要です。］ 

［※業者からの連絡先になります。平日の日中に連絡がとれる電話番号を記入ください。］ 
 

〒      －               電話番号        －       － 

 

 

 

対 

象 

者 

住 所 
大津市 

 
電 話 ― 

ふりがな  
明 ・ 大 ・ 昭    年    月   日生 

（満    歳） 氏 名 
 

 

 

１ 希望内容 

（お一人合計２枚まで） 

 

敷布団 掛布団 

羽 毛 羽毛以外 羽 毛 羽毛以外 

枚 枚 枚 枚 

２ サービス実施中の 

代替布団の必要の有無 

□必要あり      ・     □必要なし 

〔敷      枚 ・ 掛      枚〕 

 

３ 実施上の留意点 

 

実施日の調整方法 

 申請者以外の連絡先など 

 

 

 

 

 

 

【担当民生委員】 

氏 名  電 話  

（学区：         ） 

様式３ 
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【承諾事項】 

 

 １  資格審査のため、対象者の介護保険情報と介護保険料所得段階の調査を行うこと。 

 

 ２  寝具丸洗いサービス申請にかかる審査結果について、担当民生委員へ提供すること。 

 

 ３  布団の回収・納品日時の調整について、業者からの電話連絡に対応可能であること。 

 

 ４  利用料金は前払いのため、布団の回収時に直接業者へ支払うこと。 

 

 ５  布団の回収時・納品時には必ず在宅であること。 

 

 ６  サービス申請後、対象者が入院した場合、速やかに市へ連絡すること。   

         

 

 （２０２６．６．１） 

 

 

担当課 ： 長寿福祉課 


